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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「自分が口にしたくないものは作らない、出荷しない」という信念のもと、株主、顧客、従業員、取引先、地域社会などさまざまな利害関係
者に対して、責任ある企業経営を実現することを目的とし、グローバル社会からの要請に対して、適時・的確な意思決定や行動メカニズムを構築
し、経営の効率性・健全性を高めていくことが重要課題であると認識しております。

コーポレート・ガバナンスの充実及び実効性の向上により、迅速かつ適正な意思決定と業務執行の適正性を確保し、利害関係者からのさらなる信
頼に応えることができると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各項目を実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

＜保有方針と保有合理性の検証について＞

政策保有株式については、営業上の取引関係の維持・強化、業務提携関係の維持・発展を通じて当社の中長期的な企業価値向上に資する等、
保有する合理性があると認める場合に限り、十分な精査を踏まえて適切な数の株式を保有することとしております。

保有する政策投資株式については、今後、定期的に、取締役会にて保有の意義や経済合理性等を検証してまいります。その上で、合理性が認め
られない銘柄については適宜、当該企業との対話等を経て、縮減又は売却する方針としております。

＜議決権行使について＞

政策保有株式の議決権の行使については、適切なコーポレート・ガバナンス体制の強化や株主価値の向上に資するものか否か、また、当社への
影響等の観点を踏まえ、総合的に賛否を判断し、適切に行使します。必要に応じて、提案の内容等について発行会社と対話していきます。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

関連当事者間の取引については、関連当事者取引管理規程に基づき精査、運用を実施しております。実際の取引開始時には、株主共同の利益
を害することやその懸念をもたれることのないよう、関連する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外したうえで、取締役会に付
議し承認を得ております。なお、期末日において関連当事者間取引に関する調査結果を取締役会に報告し、取引内容の把握、監視を行っており
ます。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、年金資産の運用については方針を定め、各手続きは規約に基づいて実施されます。また運用については金融機関に委任しております。
四半期ごとに金融機関から運用報告を受けているほか、各社HPより運用状況のモニタリングを実施しております。

【原則３－１．情報開示の充実】

　１．経営理念等や経営戦略、経営計画

（１）経営理念等

当社の社是・経営理念は以下のとおりであり、当社ホームページにて開示しております。

「社是」　　　　良品で社会に貢献　生き甲斐のある職場

「経営理念」　国民生活の充実と食文化の繁栄に貢献する

　　　　　　　　 株主、地域社会への貢献と役員、社員の豊かさを実現する

　　　　　　　　 企業倫理を尊重する

（２）経営戦略、経営計画

当社は、３か年の中期経営計画を当社ホームページにて開示しております。

http://www.maitake.co.jp/press/pdf/20200109.pdf

【補充原則４－１－１．取締役に対する委任の概要】

当社は、「取締役会規程」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、「執行役員規程」及び「職務権限規程」を定め、
経営陣が執行できる範囲を明確に定めております。

【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】

当社の取締役５名のうち２名が独立社外取締役であり、経営の透明化、監督機能の強化を図っております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準】

独立社外役員の独立性については、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に準じて判断しております。また、当社事業への理解を深める努
力を怠らず、かつ、自らの知見に基づき企業価値の向上の観点から活発に助言するなど、取締役会に対し建設的な検討への貢献が期待できる人
物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。



【補充原則４－11－１．取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

当社の取締役会は、専門知識や経験等の背景が異なる取締役で構成するとともに、迅速な意思決定を行うため、員数の上限を15名としておりま
す。また、当社取締役会は、現在、各分野における専門能力・知識を有する社内取締役３名と、高度な知識と豊富な経験を有する社外取締役２名
にて構成されており、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性について確保しております。

【補充原則４－11－３．取締役会評価の結果の概要】

取締役会全体の実効性に関する分析・評価のため、取締役会を構成する全ての取締役及び監査役に対しアンケート用紙を配布し無記名記入方
式により、取締役会の構成、運営、議案、サポート体制、報酬等、取締役会の業績に関する自己評価を実施いたします。

【補充原則４－14－２．取締役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たすために必要な事業活動に関する情報・知識の提供及び研修を必要に応じて実施し
ます。 　

また、社外取締役・社外監査役に対しても経営陣幹部等との対話や生産現場への視察など、当社事業内容を理解する機会の提供を図っておりま
す。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

当社における株主との対話については、ＩＲ活動を所管する経営企画本部長が統括し、ＩＲ・広報部を中心に関係部署と適切に情報交換を行い連
携し対応しております。また、経営企画本部長は、株主との対話にて把握した株主の意見等について担当取締役との共有の実施や取締役会への
報告を行い、経営に反映することにより会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することができるような体制を整えております。株
主との対話にあたっては、当社「インサイダー取引防止規程」「フェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアル」に則り、インサイダー情報につい
ては、適切に管理いたします。

また、各種情報開示は、報道機関やホームページなどを通じ、遅滞なく必要な情報を発表することにより、株主との対話の充実に資するよう努めて
おります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社神明ホールディングス 19,963,000 50.10

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR STATE STREET BANK INTERNATIONAL

GMBH, LUXEMBOURG BRANCH ON BEHALF OF ITS CLIENTS: CLIENT OMNI OM25
1,427,175 3.58

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 799,900 2.01

HSBC BANK PLC A/C CLIENTS 1 620,339 1.56

BAIN CAPITAL SNOW HONG KONG LIMITED 531,200 1.33

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG

FUNDS/UCITS ASSETS
531,200 1.33

宗教法人寳德稲荷大社 400,000 1.00

NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW 344,300 0.86

MSCO CUSTOMER SECURITIES 307,200 0.77

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505202 270,800 0.68

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 株式会社神明ホールディングス　（非上場）

補足説明

上記外国人株式保有比率及び大株主の状況は、2020年９月30日現在の状況に基づく記載です。

2020年９月17日付で、当社普通株式の東京証券取引所市場第一部への新規上場に伴う株式売出し（以下「本件売出し」という。）に伴い、株式会
社神明ホールディングスは、当社が指定する販売先（親引け先）として当社株式436,500株を取得し、当社株式の総議決権の過半数を保有するこ
ととなり、当社の親会社に該当することとなりました。

さらに、同日付で、本件売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのための当社普通株式の貸出しにより、Bain Capital Snow Hong Kong

Limitedは、親会社に該当しないこととなりました。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 水産・農林業



直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

支配株主を含む関連当事者との取引を実施するに際しては、当社の関連当事者取引管理規程に則り、独立社外取締役も参加する取締役会での
事前承認を前提としております。当該取締役会では、当社企業価値への貢献という観点から事業上の必要性並びに条件の妥当性について審議
することとなっているため、少数株主保護を前提とした取引実施の是非を検討します。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

本書提出日現在において、当社の親会社である株式会社神明ホールディングスより１名の非常勤取締役が就任しております。

当社の経営においては、親会社からの事業上の制約はなく、当社取締役会にて当社独自の経営判断に基づき意思決定を行っており、一定の独
立性は確保されていると判断しております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

千林　紀子 他の会社の出身者

辻田　淑乃 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

千林　紀子 ○ ―――

千林紀子氏は、食品業界での豊富な経験と、
優れた経営視点より、多角的な視点から、当社
の経営基盤の強化への助言を行っていただけ
ると判断し、社外取締役に選任しました。また、
千林氏が代表取締役社長を務めるアサヒバイ
オサイクル株式会社と当社との間に人的、資本
的関係又は取引関係その他の利害関係はな
く、一般株主と利益相反の恐れがないと判断
し、独立役員に指定しました。



辻田　淑乃 ○ ―――

辻田淑乃氏は経理財務業務に精通し、国内外
企業での豊富な経験と幅広い見識を有してお
り、その経験と見識を当社の経営に活かしてお
ります。また、辻田氏が代表取締役を務める株
式会社ルリエと当社との間に人的、資本的関
係又は取引関係その他の利害関係はなく、一
般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独
立役員に指定しました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

2020年９月17日付で、取締役会及び代表取締役の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。当該委員会では取締役会及び
株主総会の決議事項である取締役候補者の選定プロセスや報酬額の決定方針等について審議・確認し、答申をしております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人、内部監査室とは次のように連携し情報共有を図っております。

【会計監査人との連携】

会計監査人とは定例的に意見交換を実施しており、会計監査人の監査計画、四半期レビュー、期末監査について、情報共有、協議を実施しており
ます。また、定例の協議以外に、常勤監査役と会計監査人により、都度、主要課題等の意見交換を実施しています。

【内部監査室との連携】

内部監査室とは定例的に意見交換を実施しております。また、定例の協議以外にも緊密な連携を保っており、都度の情報共有がなされておりま
す。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

建部　和仁 弁護士

平田　冨峰 他の会社の出身者

藤澤　鈴雄 税理士



※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

建部　和仁 ○ ―――

建部和仁氏は、大蔵省（現財務省）における長
年の業務経験及びルクセンブルク特命全権大
使等海外での豊富な経験、弁護士としての法
務に関する専門知識から、当社の監査体制の
充実に寄与していただけると判断し、社外監査
役に選任いたしました。また、当社との利害関
係はなく、独立した立場から監査することが可
能であり、一般株主と利益相反の恐れがないと
判断し、独立役員に指定しました。

平田　冨峰 ○ ―――

平田冨峰氏は、警視庁における長年の業務経
験よる幅広い知見から、当社の監査体制の充
実に寄与していただけると判断し、社外監査役
に選任いたしました。また、当社との利害関係
はなく、独立した立場から監査することが可能
であり、一般株主と利益相反の恐れがないと判
断し、独立役員に指定しました。

藤澤　鈴雄 ○ ―――

藤澤鈴雄氏は、国税庁における長年の業務経
験及び税理士として事務所を開設されており、
高い専門知識から、当社の監査体制の充実に
寄与していただけると判断し、社外監査役に選
任いたしました。また、藤澤氏が代表を務める
会計事務所とは取引はなく、独立した立場から
監査することが可能であり、一般株主と利益相
反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しま
した。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。)への報酬は、月額の固定報酬に加え、賞与相当分として、当社の経営状況に応じた業績連動型報酬
を支給しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員



該当項目に関する補足説明

一部の社内関係者にインセンティブとしてのストックオプションが付与されております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役に対する報酬は、株主総会にて決議された総額（年額300百万円以内※2020年３月31日開催の臨時株主総会にて決議）の範囲内におい
て、取締役の役位や役割の大きさ、また全社業績や個人業績に応じて支給される「基本報酬」と、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気
を高めることを目的とし当社の業績に連動した「業績連動報酬」にて構成しております。ただし、社外取締役に対する報酬は、その職務の性格から
業績への連動を排除し、「基本報酬」のみとしております。

取締役の個別報酬の決定方針、決定に至るプロセスにつきましては、2020年９月17日付で、取締役会及び代表取締役の諮問機関として、任意の
指名・報酬委員会を設置しており、当該委員会では取締役会及び株主総会の決議事項である取締役候補者の選定プロセスや報酬額の決定方針
等について審議・確認し、答申をしております。

なお2021年３月17日開催の取締役会にて、取締役の報酬等の額の決定方針として以下を決議しております。

１．報酬基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう各事業年度の業績及び従業員給与水準等と連
動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、役割を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

具体的には、取締役（社外取締役を除く）の報酬は、固定報酬としての基本報酬と変動報酬としての業績連動報酬により構成し、社外取締役につ
いては、基本報酬のみを支払うこととする。

２．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、役位、役割、在任年数等に応じ、当社の業績、他社の報酬水準、当社従業員の給与水準、執
行役員の報酬水準等を踏まえて総合的に勘案して決定するものとする。

３．業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

取締役（社外取締役を除く）に支払われる業績連動報酬は、各事業年度の業績向上に対する意識を高めるため、業績指標KPIを反映した金銭報
酬とし、各事業年度の連結調整後EBITDA及び連結調整後当期利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定
の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、各事業年度の利益計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜環境の変化に応じて指
名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

４．取締役（社外取締役を除く）の種類別の報酬割合の決定に関する方針

種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役
位ほど業績連動報酬のウェートが高まる構成とし、指名・報酬委員会に諮問する。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申
で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、取締役（社外取締役を除く）の報酬等の
種類ごとの比率の目安は、業績連動報酬の割合は代表取締役を40％（KPIを100％達成の場合、基本報酬：業績連動報酬＝６：４ ）とする。

なお、当社は、役員退職慰労金制度は採用しておりません。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める人事総務
部スタッフ及び指名・報酬委員会事務局を務める経営企画部スタッフが、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のた
めの補助的業務を行っています。また、社外監査役については、専任の監査役会事務局を務める人事総務部スタッフにより、社外監査役の業務
が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は監査役会設置会社を選択しており、取締役の員数は５名（うち社外取締役２名）、監査役の員数は４名（うち社外監査役３名）であります。取
締役会及び監査役により取締役の業務執行について監視・監督を行っており、取締役会による経営の監視機能の強化を図っております。また、取
締役会の経営監督機能の明確化と業務執行機能の強化、経営の迅速化を確保するため、執行役員制度を導入しています。

・取締役会は毎月一回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、重要な業務執行の意思決定並びに業績の状況につ
いて報告を受け、対応策を協議するとともに各取締役の職務の執行状況を監督しております。社外取締役は、社外の視点による客観的な立場で
の経営監視機能を果たしております。

・監査役会は、原則毎月一回の定例の監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会が開催され、取締役会への出席の他、常勤監査役による経
営会議や社内稟議の確認を通じて会社の状況を把握するとともに、重要な意思決定の過程と業務執行の状況の確認を行い、法令、定款及び社
内規程等の遵守状況及び想定されるリスクへの対応状況を監査し、執行側への提言を適宜行っております。社外監査役は、重要な経営情報の把
握を通じて、社外の視点による客観的な立場での経営監視機能を果たしております。また、内部監査室、会計監査人と連携をとり、監査役監査の



効率性・実効性を高めるように努めております。

・会計監査人は、PwCあらた有限責任監査法人を選任し、会社法に基づく監査並びに金融商品取引法に基づく監査を実施しております。同監査法
人及び同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。

・当社は、2020年９月17日付で取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。当該委員会は、社内取締役１名、社外
取締役２名で構成し、役員の指名に関する事項及び役員の報酬に関する事項の決定に関して、客観性と透明性を確保することとしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を２名置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。

また、監査役会は、社外監査役が半数以上を占めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることができるよう、経営に対す
る監視・監督を強化しております。

さらに、執行役員制度の導入によって、取締役会の経営監督機能の明確化と業務執行機能の強化、経営の迅速化を確保しております。

このように会社から独立した立場の社外取締役の客観的・中立的な視点を当社の合理的な経営判断及び経営の透明性、健全性の確保に活かす
とともに、会社から独立した立場の社外監査役を含む監査役により経営の監視・監督を行うことにより、ガバナンスの実効性の確保が図られると考
え、現状のガバナンス体制を選択しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会の招集通知の早期発送に努め、法定期日前の発送を目標としております。

集中日を回避した株主総会の設定
一人でも多くの株主様にご出席いただけるよう他社の集中日を避けて株主総会を開催す
る予定です。

電磁的方法による議決権の行使 上場以後、定時株主総会より電磁的方法による議決権行使の導入を予定しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

上場以後、議決権電子行使プラットフォームへの参加を予定しております。

招集通知（要約）の英文での提供 上場以後の株主総会より招集通知(要約)の英文提供を予定しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社は、IRポリシーを策定し、当社ホームページにて公表する予定です。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
当社は、個人投資家向けＩＲイベントとして個人投資家向けセミナーへの参加を
する予定です。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

当社は、本決算の発表時期に合わせ代表取締役による決算内容の説明並び
に経営方針及び経営戦略の説明を行う予定です。なお、中間決算の際は、代
表取締役による決算内容の説明会を実施しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
当社は、必要に応じて海外投資家向けに証券会社主催のＩＲイベントに参加
し、決算概要、経営戦略等について説明を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載 当社ホームページにて、ＩＲ資料を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ・広報部に担当者を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、ステークホルダーの立場を尊重し、企業としての社会的責任を果たすため、法令
遵守に努めるのみならず、行動規範としてコンプライアンスマニュアルを作成し、従業員へ
の配布や教育を実施しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 当社の環境への取り組みを、当社ホームページにて開示しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「適時開示規程」及び「フェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアル」を定め、適時適
切な情報開示を行っております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社は、当社及びグループ各社の役員及び従業員が法令及び定款を遵守し、社会的信用の向上を図るため、「コンプライアンス規程」に基づ
き、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置して、コンプライアンス体制の整備、充実を図ります。さらに、コンプライアンスの実践のため
の行動指針や行動規範を示すコンプライアンスマニュアルを作成し、コンプライアンス意識の浸透と定着を図ります。また、内部通報制度として「コ
ンプライアンス相談窓口」を設置し、法令違反やコンプライアンス上の問題の未然防止と早期発見を図ります。

(2)当社は、当社及びグループ各社の内部監査を行う部署として社長直轄の内部監査室を設置します。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、
当社及びグループ各社の業務遂行が法令、社内規程等に則って適正に運営されているかを監査し、その結果を社長及び監査役に報告するととも
に、監査により判明した指摘事項や提言事項の改善状況についてフォローアップ監査を行います。

(3)当社は、「経理規程」その他の会計処理に関する諸規程に基づき、当社及びグループ各社の財務報告の信頼性の確保を図るとともに、会計監
査人との連携を強固にするなど、財務報告に係る内部統制の充実に努めます。

(4)当社は、反社会的勢力による被害の防止と、反社会的勢力の社会全体からの排除のため、「反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的
勢力からの要求には応じない」、「反社会的勢力からの要求があったときは、民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由
の如何にかかわらず、一切応じない」、「平常より、警察、弁護士等の外部専門機関との緊密な関係を構築する」等の基本方針を定め、「反社会的
勢力との関係排除に関する規程」や「コンプライアンスマニュアル」に基づき社内管理体制を整備します。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、「文書管理規程」に基づき、取締役会、経営執行会議等の議事録や関連資料、稟議書、契約書、報告書等の文書を適切に保存、管理し
ます。取締役及び監査役は、業務上の必要があるときは、いつでもこれらの文書を閲覧することができるものとします。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社及びグループ各社の事業を取り巻く様々なリスクに対してその予防策又は対応策を策定し、実行するため、「リスク管理規程」に基づ
き、リスクの回避又は低減を図ります。また、重大な危機の発生が判断される場合又は社長が必要と判断した場合は、社長を最高責任者とする
「緊急対策本部」を設置し、緊急事態への迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大防止と危機の収束を図り、再発防止に向けた対策を定めま
す。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、中期経営計画を策定するとともに、年度ごとに基本方針と当該基本方針に基づく当社及びグループ各社の重点施策を定めるほか、年度
事業予算を設定します。

さらに、社長、常勤の取締役及び執行役員で構成する経営執行会議を定期的に開催して重要事項について審議するほか、月ごとに計画の達成
状況を確認の上、計画の必達に向けた施策を策定し、実行します。

各業務の執行につきましては、「業務分掌規程」、「職務権限規程」、「関係会社管理規程」等の規程に基づき、意思決定の迅速化と意思決定プロ
セスの明確化を図ります。

５．当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役及び使用人の職務の
執行に係る事項の当社への報告に関する体制

(1)当社は、グループ各社における業務の適正な管理を図るため、「関係会社管理規程」に基づき、グループ各社から定期的に業績や業務執行状
況の報告を受けます。また、グループ各社の管理を行う部署として経営企画部を設置し、グループ各社の適正な経営管理のための指導及び支援
を行います。

(2)当社は、親会社に対し、業績や業務の執行状況、当社の重要事実を適時報告し、企業集団としての業務の適正確保に努めます。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性
に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役から求めがあったときは、その職務の補助をする者として適切な人材を選定します。また、当該使用人の取締役からの独立性と監査役の
指示の実効性を確保するため、当該使用人の人事及び処遇については、監査役の意見を尊重し、対処します。

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを
理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

(1)取締役及び使用人は、職務の執行状況について取締役会その他の重要な会議を通じて監査役に報告するほか、当社又はグループ各社に著
しい損害を及ぼすおそれのある事実が生じ、又は生じるおそれがあるときは、速やかに監査役に報告します。また、監査役は、いつでも稟議書を
閲覧することができるほか、必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができます。監査役に報告をした者は、その報告をしたこと
を理由として不利な取扱いを受けることはないものとします。

(2)内部監査室は、必要に応じ監査役との間で事業年度ごとの監査計画、監査実施計画、監査の実施及び監査結果について情報交換を行うほ
か、監査役から監査役監査のために必要な報告又は監査で得られた資料の閲覧を求められた場合は、これに協力します。

８. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る

方針に関する事項

監査役から職務の執行に必要な費用の支払い等を求められた場合は、これに応じるものとします。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は、「取締役会規程」、「経営執行会議規程」等の規程に基づいて、取締役会、経営執行会議等の重要な会議に出席するとともに、業務
執行に関する重要書類を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができます。

(2)社長と監査役との間で定期的に会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換を行います。

(3)監査役から求めがあったときは、内部監査室及び会計監査人との間で会合を開催します。また、監査役は、必要に応じ、内部監査室に対して特
定事項について調査を依頼することができるものとします。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、公共の信頼を維持し、業務の適切性・健全性を維持するために、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力や団体とは断固とし
て対決し、一切の関係を持たない旨を行動規範として定め、反社会的勢力との関係を遮断・排除することとしております。当社における整備状況に
ついては、「反社会的勢力との関係排除に関する規程」を制定し、所管部署を人事総務部として、役員及び従業員から反社会的勢力でない旨の



確約を受けるとともに、当社を当事者とする契約を締結する場合は、契約書に反社会的勢力を排除するための条項を設けることとしております。

また、新規取引先については、新規取引先属性チェックマニュアルに基づき、人事総務部が新規取引先 属性チェック記録表に基づき、外部機関

のデータベース（日経テレコン）、インターネット上の情報を利用して、反社会的勢力等の該当性の審査を行っております。既存の取引先について
は、取引金額の重要性が高い取引先については毎期継続して、その他の取引先については必要に応じて、反社会的勢力等の該当性について確
認を行う運用となっております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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